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1．ユーザー登録方法

2

PCまたはスマートフォンをご用意し、
もしくは、右記のURLよりアクセスしてください。 https://pepup.life/signup

ペップアップ 検索

「PepUp」を初めて利用する場合、ユーザー登録が必要です。
ユーザー登録には「本人確認コード(※1)」が必要です。
（※1）個人別に付番された英数字10桁の認証用コード

初めて「PepUp」にログインする

本人確認コード（※1）がわかる

はい

いいえ

いいえ

次ページ確認

はい

https://pepup.life/signup
http://yajidesign.com/?p=418
http://yajidesign.com/?p=418


1．ユーザー登録方法
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（前ページのつづき） 以下の「登録案内書類」（赤枠）が手元にある

はい

いいえ

健康保険証に記載されている「記号」「番号」「氏名」「生年月日」の4情報
をもとに以下までお問合せください。本人確認コードをご連絡します。
メールＩＤ：jnkenpo@ihyq.co.jp     TEL： 0798-67-1665

２ページに戻って、「PepUp」にログインしてください

本人確認コードの記載あり



２．医療費の閲覧方法
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（ログイン画面）

①ユーザー登録で登録済の
メールアドレスを入力する

②ユーザー登録で登録済の
パスワードを入力する



２．医療費の閲覧方法

③「医療費」をクリックする
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（ログイン後の初期画面で）



２．医療費の閲覧方法

6

④直近月の「医療費」を
閲覧する場合はこちら

⑤過去の「医療費」を
閲覧する場合はこちら



３．「国税電子申告(e-tax)用医療費データ」のダウンロード方法
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（4～5ページと同じ手順で、この画面を表示）

この部分の拡大版を次ページに掲載



３．「国税電子申告(e-tax)用医療費データ」のダウンロード方法

8



３．「国税電子申告(e-tax)用医療費データ」のダウンロード方法
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ダウンロード
のタイミング

医療費データの
収容内容

医療費控除を申告する場合の補足

1/17～2/9 前年1月～10月分 前年11月・12月分は医療機関からの領

収書をもとに国税庁様式の「医療費控除
の明細書」へ記載して別途提出が必要

2/10～3/9 前年1月～11月分 前年12月分は医療機関からの領収書を

もとに国税庁様式の「医療費控除の明細
書」へ記載して別途提出が必要

3/10～ 前年1月～12月分
－

ここでダウンロードしたデータを国税電子申告（e-tax)で利用できます。
e-taxを利用した申請方法の詳細は以下の国税庁ホームページをご確認
ください。

https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html

https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html

